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異議の決定 

 

異議２０１８－７００８４６ 

 

（省略） 

特許権者 水島合金鉄株式会社 

 

（省略） 

代理人弁理士 杉村憲司 

 

（省略） 

代理人弁理士 川原敬祐 

 

（省略） 

特許異議申立人 特許業務法人藤央特許事務所 

 

 特許第６３１３７０７号発明「化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末

およびその製造方法ならびに化粧料」の特許異議申立事件について、次のとお

り決定する。 

 

結 論 

 特許第６３１３７０７号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付さ

れた訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔１〜６〕につい

て訂正することを認める。 

 特許第６３１３７０７号の請求項１ないし６に係る特許を取り消す。 

 

理 由 

第１．手続の経緯 

 

 本件特許第６３１３７０７号は、２０１３年（平成２５年）８月２７日（優

先権主張 平成２４年９月２８日）を国際出願日とする特願２０１４－５３８

１１７号の特許請求の範囲に記載された請求項１〜６に係る発明について、平

成３０年３月３０日に特許権の設定登録がされ、平成３０年４月１８日に特許

掲載公報が発行されたものであり、その特許についての特許異議の申立ての経

緯は、次のとおりである。 

 

平成３０年１０月１７日付け：特許異議申立人 特許業務法人藤央特許事務所

（以下、「特許異議申立人」という。）による請求項１〜６に係る特許に対す

る特許異議の申立て 

平成３０年１２月１３日付け：取消理由通知書 

平成３１年 ２月１４日付け：特許権者による意見書の提出 

平成３１年 ２月２１日付け：審尋(特許異議申立人に対して) 
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平成３１年 ３月２７日付け：特許異議申立人による回答書の提出 

令和 １年 ６月２５日付け：取消理由通知書（決定の予告） 

令和 １年 ８月２３日付け：特許権者による意見書及び訂正請求書の提出令和 

１年１０月 ３日付け：特許異議申立人による意見書の提出 

令和 １年１２月２４日付け：審尋（特許権者に対して） 

 

 なお、上記令和１年１２月２４日付けの審尋に対しては、特許権者からの回

答書の提出はなされなかった。 

 

第２．訂正請求について 

 

１．訂正の内容 

 

（１）訂正事項 

 

 令和１年８月２３日付け訂正請求書における訂正請求（以下、「本件訂正請

求」という。」）は、次の訂正事項１及び２からなる（下線部は訂正箇所）。 

 

訂正事項１ 

 請求項１について、 

「扁平形状をなすＢＮの一次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、水の浸

透速度が１mm2/s未満で、かつ吸油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを特

徴とする高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末であって、 

 前記ＢＮの一次粒子が、平均長径：２〜20μm、厚み：0.05〜0.5μmであり、 

 前記高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜10m2/g、酸素含有

量が1.5質量％以下である、化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。」

との記載を、 

「扁平形状をなすＢＮの一次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、粉体湿

潤浸透解析装置PW-500により測定される水の浸透速度が１mm2/s未満で、かつ吸

油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを特徴とする高撥水性・高吸油性窒

化ホウ素粉末であって、 

 前記ＢＮの一次粒子が、平均長径：２〜20μm、厚み：0.05〜0.5μmであり、 

 前記高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜10m2/g、酸素含有

量が1.5質量％以下である、化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。」

に訂正する。 

 

訂正事項２ 

 明細書の段落００１３について、 

「すなわち、本発明の要旨構成は次のとおりである。 

１．扁平形状をなすＢＮの一次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、水の

浸透速度が１mm2/s未満で、かつ吸油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを

特徴とする高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末であって、 
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 前記ＢＮの一次粒子が、平均長径：２〜20μm、厚み：0.05〜0.5μmであり、 

前記高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜10m2/gである、高撥

水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。」との記載を、 

「すなわち、本発明の要旨構成は次のとおりである。 

１．扁平形状をなすＢＮの一次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、粉体

湿潤浸透解析装置PW-500により測定される水の浸透速度が１mm2/s未満で、かつ

吸油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを特徴とする高撥水性・高吸油性

窒化ホウ素粉末であって、 

 前記ＢＮの一次粒子が、平均長径：２〜20μm、厚み：0.05〜0.5μmであり、 

 前記高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜10m2/gである、高

撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。」に訂正する。 

 

（２）一群の請求項について 

 

 訂正前の請求項１の記載を請求項２〜６が引用する関係にあるから、訂正前

の請求項１〜６は一群の請求項である。 

 したがって、請求項１に係る訂正事項１を含む本件訂正請求は、この一群の

請求項について請求をしたものと認められる。 

 

２．訂正の判断 

 

（１）訂正事項１について 

 訂正事項１は、請求項１に記載されていた「化粧料用高撥水性・高吸油性窒

化ホウ素粉末」において水の浸透速度が「粉体湿潤浸透解析装置PW-500により

測定される」ものであることを明確にするものであり、明瞭でない記載の釈明

を目的とするものである。 

 そして、「化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末」の水の浸透速度が

「粉体湿潤浸透解析装置PW-500により測定される」ものであることは、本件明

細書の段落００３９に「なお、ＢＮ粉末の撥水性、吸油量および溶出Ｂ量はそ

れぞれ、次のようにして測定した。 

(1) 撥水性 

 透水試験を行い、その時の水の浸透速度を測定した。 

 具体的には、粉体湿潤浸透解析装置PW-500を使用し、内径10mmのカラムに粉

末１ｇを充填して、下部の接液面からの「ぬれ高さ」を経過時間毎に測定して、

浸透速度を算出した。」と記載されていることから、願書に添付した特許請求

の範囲又は明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。 

 また、訂正事項１は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではな

く、また、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとさ

れていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認

められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

 

（２）訂正事項２について 
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 訂正事項２は、本件明細書の段落００１３の「１．扁平形状をなすＢＮの一

次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、水の浸透速度が１mm2/s未満で、か

つ吸油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを特徴とする高撥水性・高吸油

性窒化ホウ素粉末であって、」との記載を、「１．扁平形状をなすＢＮの一次

粒子および該一次粒子の凝集体からなり、粉体湿潤浸透解析装置PW-500により

測定される水の浸透速度が１mm2/s未満で、かつ吸油量が100ml/100g〜

500ml/100gであることを特徴とする高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末であっ

て、」に訂正するものであり、上記訂正事項１に係る訂正に伴い、特許請求の

範囲の記載と明細書の記載との整合を図るためのものであり、明瞭でない記載

の釈明を目的とするものである。 

そして、「化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末」の水の浸透速度が

「粉体湿潤浸透解析装置PW-500により測定される」ものであることは、本件明

細書の段落００３９に「なお、ＢＮ粉末の撥水性、吸油量および溶出Ｂ量はそ

れぞれ、次のようにして測定した。 

(1) 撥水性 

 透水試験を行い、その時の水の浸透速度を測定した。 

 具体的には、粉体湿潤浸透解析装置PW-500を使用し、内径10mmのカラムに粉

末１ｇを充填して、下部の接液面からの「ぬれ高さ」を経過時間毎に測定して、

浸透速度を算出した。」と記載されていることから、願書に添付した特許請求

の範囲又は明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。 

 また、訂正事項２は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではな

く、また、当該訂正事項により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとさ

れていた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなるという事情は認

められないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

 

（３）独立特許要件について 

 

 特許異議申立ては、訂正前の全ての請求項１〜６についてされているので、

一群の請求項１〜６に係る訂正事項１に関して、特許法１２０条の５第９項で

読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 

 

３．まとめ 

 

 以上のとおり、本件訂正請求は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３

号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用

する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項

〔１〜６〕について訂正することを認める。 

 

第２．本件発明について 

 

 本件特許の請求項１〜６に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」〜「本
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件発明６」という。）は、令和１年８月２３日付け訂正特許請求の範囲に記載

された事項により特定されるものである。（下線部は訂正箇所）。 

 

【請求項１】 

 扁平形状をなすＢＮの一次粒子および該一次粒子の凝集体からなり、粉体湿

潤浸透解析装置PW-500により測定される水の浸透速度が１mm2/s未満で、かつ吸

油量が100ml/100g〜500ml/100gであることを特徴とする高撥水性・高吸油性窒

化ホウ素粉末であって、 

 前記ＢＮの一次粒子が、平均長径：２〜20μm、厚み：0.05〜0.5μmであり、 

前記高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜10m2/g、酸素含有量

が1.5質量％以下である、化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。 

【請求項２】 

 可溶性ホウ素量が100ppm以下であることを特徴とする請求項１に記載の化粧

料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末。 

【請求項３】 

 請求項１または２に記載の化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホウ素粉末の製

造方法であって、 

 ホウ酸および／またはその脱水物と尿素および／またはその化合物と炭化ホ

ウ素とを、不活性雰囲気中で加熱して乱層構造の窒化ホウ素粉末とし、ついで

得られた窒化ホウ素粉末に対し、不活性雰囲気中にて1500〜2300℃の温度で加

熱処理を施したのち、粉砕し、洗浄処理によってホウ酸を除去したのち、

300℃以上1000℃以下の温度で、かつ炉内圧が0.01MPa以下の非酸化性の減圧雰

囲気中にて加熱処理することを特徴とする化粧料用高撥水性・高吸油性窒化ホ

ウ素粉末の製造方法。 

【請求項４】 

 請求項１または２に記載の窒化ホウ素粉末を含有する化粧料。 

【請求項５】 

 前記化粧料における前記窒化ホウ素粉末の含有量が0.1〜70質量％であるこ

とを特徴とする請求項４に記載の化粧料。 

【請求項６】 

 化粧料がパウダーファンデーションであることを特徴とする請求項４または

５に記載の化粧料。 

 

第３．取消理由について 

 

１．取消理由（決定の予告）の概要 

 

 本件特許の取消理由（決定の予告）の概要は以下のとおりである。 

 

理由１（明確性） 

 本件発明１に係る請求項１の「水の浸透速度が１ｍｍ2／ｓ未満」との記載に

ついて、発明の詳細な説明、甲第９号証、及び特許権者が本件特許に係る出願
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の拒絶査定不服審判（不服２０１６－１４３６２）において平成２９年９月２

２日付けで提出した意見書によれば、ＰＷ－５００は、以下に示すＷａｓｈｂ

ｕｒｎの式（１）、（２）、及び式（１）及び（２）から変形した式（３）に

基づいて浸透速度ｌ２／ｔを求めるものである。 

 
式（１） 

 式中のｌは液体の浸透高さ、ｔは時間、ｒは充填粉体の毛管半径、γは液体

の表面張力、θは接触角、ηは液体の粘度である。 

 
 

式（２） 

 式中のｓはカラム内断面積、εは空隙率、ρは液体の密度である。 

 
 

式（３） 

 そして、上記式（１）の右辺における充填粉体の毛管半径ｒは粉体粒子間の

間隙により決まる値であり、充填状態が異なれば粉体粒子間の間隙も異なるか

ら、毛管半径ｒの値は充填状態により異なるものとなり、式（３）の右辺では、

Ｗ２／ｔを（ｓερ）２で除しているが、この操作は、「粉体中の空隙に浸透

した液体の重量Ｗ＝空隙の体積ｓ・ｌ・ε×液体の密度ρ」との関係を用いて

液体の重量Ｗを浸透高さｌに換算するための操作であって、当該操作により毛

管半径ｒに反映される実験条件の影響が取り除かれるものではない。 

 そうすると、上記式（１）〜（３）により求められる浸透速度ｌ２／ｔの値

は、粉体の充填状態により異なる毛管半径ｒの影響を受けるものであるから、

粉体の充填状態が一定となるような実験条件が特定されない限り、定量的な比

較に用いることはできない。そのため、当業者はいかなる窒化ホウ素粉末が請

求項１に係る発明の範囲に含まれるか否かを理解することができない。 

 また、ＰＷ－５００以外の公知の装置による測定方法についても同様の事情

があると認められるから、窒化ホウ素粉末に対する水の浸透速度を一意に定め

ることはできない。 

 よって、本件特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たし

ていない特許出願に対して特許されたものである。 

 

理由２（実施可能要件） 

 請求項１に係る発明は、「浸透速度が１ｍｍ2／ｓ未満」であることを発明特

定事項にするものであるが、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、当該浸

透速度の測定時の粉末の充填条件が記載されていない。加えて、甲第９号証に
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記載されているＰＷ－５００なる装置は、充填粉体の空隙率を一定に調整する

ための粉体圧縮器を備えるものではあるが、本件特許明細書の発明の詳細な説

明には、当該粉体圧縮器に設定するパラメータ等についての記載がないため、

製造した窒化ホウ素粉末が上記発明特定事項を有するか否かを認識することが

できないため、上記発明特定事項を有する窒化ホウ素粉末を製造することがで

きない。 

 よって、本件特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たし

ていない特許出願に対して特許されたものである。 

 

理由３（新規性） 

 請求項１、２、４及び６に係る発明は、その優先日前に日本国内または外国

において頒布された甲第２号証に記載された発明であって、特許法第２９条第

１項第３号に該当するから、特許法第２９条第１項の規定に違反して特許され

たものである。 

 

理由４（進歩性） 

 請求項１、２、４〜６に係る発明は、その優先日前に日本国内または外国に

おいて頒布された甲第２号証、甲第５号証に記載された技術事項、及び甲第５

号証に記載されるような周知技術に基づき当業者が容易に発明をすることがで

きたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたもの

である。 

 

甲第２号証：窒化ホウ素微粒子製品データカタログ 型番ＭＫ－ＰＣ－１１１

１１０１，モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社，

２０１１年１１月 

甲第４号証：ＡＳＴＭ Ｄ１４８３－９５，ＡＳＴＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ

ａｌ，２００２年 

甲第５号証：特開２０１２－１７６９１０号公報 

 

２．取消理由に対する当審の判断 

 

（１）理由１（明確性）、理由２（実施可能要件）について 

 

 本件訂正により、請求項１には、水の浸透速度が「粉体湿潤浸透解析装置Ｐ

Ｗ－５００ により測定される」ものであることが追加されたため、ＰＷ－５

００以外の公知の装置により水の浸透速度を測定する場合についての理由１は、

理由がない。 

 そこで、ＰＷ－５００により水の浸透速度を測定する場合についての理由１

について検討すると、浸透速度の値は、粉体の充填状態により異なる毛管半径

ｒの影響を受けるものであり、粉体の充填状態が一定となるような実験条件が

特定されない限り、定量的な比較に用いることはできないことは上記理由１に

記載のとおりである。そして、令和１年８月２３日付け意見書において、特許
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権者は水の浸透速度は空隙率が６７％の条件で測定したものであること（第４

頁第１６行）を主張し、「本件特許で規定する水の浸透速度の測定対象は、あ

らゆる形状の窒化ホウ素粉末ではなく、請求項１で規定された限られた範囲の

平均長径と厚みを有するものに限られています。そして、このような窒化ホウ

素粉末をＰＷ－５００の粉体圧縮機を用いてカラム内に充填すれば、その充填

率は６５％〜７０％という一定の範囲を取ります。」（第４頁第６行〜第１０

行）とも主張している。しかし、空隙率は粒子を充填した容器の体積に対する

空隙の体積が占める割合であり、充填率は粒子を充填した容器の体積に対する

粒子の体積が占める割合であって、空隙率と充填率と間には「充填率＋空隙率

＝１００％」の関係が成立するものであるから、請求項１に規定されている平

均長径と厚みを有する窒化ホウ素粉末をＰＥ－５００の粉体圧縮機を用いてカ

ラムに充填した場合の充填率が６５〜７０％となるならば、空隙率は３５〜３

０％となるものである。すると、ＰＥ－５００の粉体圧縮機を一般的な設定で

用いて充填した場合に空隙率が６７％の測定条件になるとは認められないから、

結局のところ具体的な充填手段・条件が不明であって、当該粉体圧縮器に設定

するパラメータ等についての記載がないため、製造した窒化ホウ素粉末が上記

発明特定事項を有するか否かを認識することができず、上記発明特定事項を有

する窒化ホウ素粉末を製造することができない。 

 さらに、粉体の充填状態が一定となるような実験条件が特定されていないた

め、定量的な比較に用いることはできず、当業者はいかなる窒化ホウ素粉末が

請求項１に係る発明の範囲に含まれるか否かを理解することができない。 

 また、特許異議申立人は、令和１年１０月３日付け意見書において、空隙率

が６５〜７０％の範囲では、空隙率によって水の浸透速度がおおよそ０．８ｍ

ｍ２／ｓもばらつくことを主張している（なお、特許異議申立人の上記意見書

の第４頁に示すグラフによると、空隙率と水の浸透速度は比例関係にあるため、

充填率が６５〜７０％（空隙率が３０〜３５％）の範囲においても空隙率によ

るばらつきの大きさは変わらないものと推認できる。）。ここで、特許異議申

立人が令和１年１０月３日付け意見書において示す空隙率と水浸透速度の相関

について、それを否定する根拠は見当たらないのに対し、令和１年１２月２４

日付け審尋（特許権者）において、上記空隙率と水浸透速度の相関から認識で

きる水の浸透速度の空隙率によるばらつきについての意見を求めたにもかかわ

らず、特許権者からは何ら主張はなかった。そこで、水の浸透速度の空隙率に

よるばらつきに関して特許異議申立人の意見を採用するに、取消理由通知書

（決定の予告）（令和１年６月２５日付け）の第９頁「（３）特許権者の主張

に対する当審の判断」で述べたように、本件発明においては従来技術に対する

優位性を特定するための技術的な特徴として、水の浸透速度は０．１ｍｍ２／

ｓレベルでの測定精度が少なくとも求められるものである（後述する理由３、

４）が、空隙率又は充填率が６５〜７０％の範囲では空隙率によって水の浸透

速度がおおよそ０．８ｍｍ２／ｓもばらつくものであるから、特許権者の主張

する充填率が６５〜７０％と一定の範囲を取った場合においても、本件発明が

要する測定精度を得るために不十分であり、当業者が本件発明を実施すること

ができるとは認められない。また、本件発明の水の浸透速度が充填率がどのよ
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うな値の場合であるか把握することができないため、本件発明を明確に把握す

ることができない。 

 したがって、本件発明１〜６に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号及

び同条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対して特許さ

れたものである。 

 

（２）理由３（新規性）、理由４（進歩性）について 

 

ア．本件発明について 

 

 上記ア．で指摘したように、「粉体湿潤浸透解析装置 ＰＷ－５００ により

測定される水の浸透速度が１ｍｍ２／ｓ未満」という発明特定事項を明確に把

握することができないため、水の浸透速度は測定条件により０．８ｍｍ２／ｓ

程度ばらつくものとして新規性及び進歩性について判断を行った。 

 

イ．各号証の記載事項 

 

（ア）甲第２号証 

 

甲第２号証には、以下の記載がある。 

 

（ア－１）「本品は、熱的化学的に安定な、窒化ホウ素の微粉末粒子です。フ

ァンデーション、パウダー類、アイメーク化粧品に潤滑剤、顔料として配合す

ることで、カバー力、明るさ、滑り性をコントロールすることができます。」

（第１頁上部） 

 

（アー２）「用途 

○ ファンデーション 

○ ポイントメーク 

○ パウダー化粧品」（第１頁中央部） 

 

（アー３）「 
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」（第１頁下部） 

 

（アー４）「 

 
 

」（第２頁上部） 

 

（アー５）「 
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」（第２頁下部） 

 

（アー６）「 
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」（第３頁上部） 

 

 そして、上記（アー３）〜（アー６）に記載された窒化ホウ素微粒子のうち、

「ＣＣ６０５９」、「ＣＣ６０６９」、「ＣＣ６０５８」、「ＣＣＳ１０２」

及び「ＣＣ６００４」なる製品に着目すると、これらの製品は、いずれも、準

グラファイト状又はグラファイト状の結晶構造を有する窒化ホウ素微粒子であ

り、その平均粒径は６〜１５μｍであり、比表面積は３．５〜８．５ｍ２／ｇ

であり、可溶性ホウ酸塩の割合は０．０３％である。 

 また、上記（アー４）には、これらの製品の吸油量は１０４〜１８５であり、

当該吸油量はＡＳＴＭ Ｄ１４８３－９５に基づくものであることが記載され

ている。 

 また、上記（アー４）に示される「Ｏ２」は酸素含有量の意味であると解す

ることができるから、これらの製品は、０．２〜０．３５％の酸素含有量を有

するものである。 

 また、上記（アー５）及び（アー６）から、これらの製品は、扁平形状をな

す一次粒子及び該一次粒子の凝集体からなるものと認められる。 

 

 したがって、甲第２号証には次の発明が記載されていると認められる。 



 13 / 23 

 

「扁平形状をなす窒化ホウ素の一次粒子及び該一次粒子の凝集体からなり、Ａ

ＳＴＭ Ｄ１４８３－９５に基づく吸油量が１０４〜１８５であり、平均粒径

が６〜１５μｍであり、比表面積は３．５〜８．５ｍ２／ｇであり、可溶性ホ

ウ酸塩の割合が０．０３％であり、酸素含有量が０．２〜０．３５％である、

ファンデーション、ポイントメーク、パウダー化粧品に用いられる窒化ホウ素

粉末。」（以下、「甲２発明」という。） 

 

（イ）甲第４号証について 

 

 甲第４号証には、以下の記載がある。 

 

（イー１）「 

 
 

」（第１頁右欄第１〜９行） 

（仮訳） 

「５．装置と試料 

・・・ 

５．５ 亜麻仁油、原料油、Ｄ２３４仕様書に沿う、ただし酸価は３±１とす

る。」 

 

（イー２）「 

 
 

」（第１頁右欄第２６〜３３行） 

（仮訳） 

「７．計算法 
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７．１ 吸油量Ａは下記式で求める 

（式省略） 

ここでＭ＝油の量（ｍＬ）、Ｐ＝顔料の量（ｇ）である。 

式中の０．９３は油の密度を示す（ｇ／ｍＬ）。 

値は顔料１００ｇあたりの油のグラムで表される。」 

 

（ウ）甲第５号証について 

 

 甲第５号証には、以下の記載がある。 

 

（ウー１）「【０００７】 

 本発明は、上記の要望に有利に応えるもので、従来に比べて「のび」に優れ、

かつ「もち」にも優れた化粧料用の窒化ホウ素粉末を、その有利な製造方法と

共に提案することを目的とする。 

 また、本発明は、上記の窒化ホウ素粉末を使用することにより、仕上がりの

ツヤ感（光沢感）や透明感（素肌感）を格段に向上させた化粧料を提案するこ

とを目的とする。」 

 

（ウー２）「【００２４】 

 平均長径が２〜20μmで厚みが0.05〜0.5μmの扁平形状をなす一次粒子が積

層した板状の集体 

 一次粒子の平均長径が２μmに満たないものは製造が困難であり、一方20μm

を超えると向性が出て、凝集体の密度が低下する（空隙率が増加する）ので、

一次粒子の平均長径は２〜20μmの範囲に限定した。好ましくは５〜10μmの範

囲である。 

 また、一次粒子の厚みが0.05μmに満たないと、潤滑性を発現できる５〜10

μmの化粧料に適した平板粒子が形成されず、一方0.5μmを超えると、肌に延

ばして塗布した場合に透明感が低下するとともに平面が平滑に維持できないの

で、一次粒子の厚みは0.05〜0.5μmの範囲に限定した。なお、かかる一次粒子

のアスペクト比（長径／厚み）は10〜25程度とすることが好ましい。 

 ここに「一次粒子」とは、鱗片状を形成する単一粒子と定義する。また、 

「一次粒子の凝集体」とは、一次粒子が２個以上化学結合した状態で存在する

粒子と定義する。」 

 

（ウー３）「【００２９】可溶性ホウ素の含有量が100ppm以下 

 また、本発明において、窒化ホウ素粉末中における可溶性ホウ素量は100ppm

以下とする必要がある。 

 というのは、可溶性ホウ素量が100ppmを超えると、肌へのダメージが大きく

なるからである。好ましくは50ppm以下、さらに好ましくは20ppm以下である。」 

 

（ウー４）「【００３９】 

 ついで、得られた窒化ホウ素塊を、粉砕・分級後、洗浄によって不純物を除
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去することによって、高純化する。 

 この高純化処理に際しては、少なくとも可溶性ホウ素についてはその含有量

を窒化ホウ素粉末全体に対する割合で100ppm以下まで低減する必要がある。ま

た、その他の不純物については、金属不純物の量も100ppm以下まで低減するこ

とが好ましい。」 

 

（ウー５）「【００４１】 

 ここに、化粧品顔料における上記窒化ホウ素粉末の割合は0.1〜70質量％と

することが好ましい。というのは、この割合が0.1質量％に満たないと本発明

で所期したのびや付着性の改善効果に乏しく、一方70質量％を超えると（ＢＮ

粉末特有のぎらつき感が強くなり適切な光沢が得られなくなる）だからであ

る。」 

 

（ウー６）「【表１】 

 
」 

 

（エ） 甲第１号証について 

 

 甲第１号証には、以下の記載がある。 

 

（エー１）「また最終製品は塊状合成物を粉砕して焼結させるが、通常は粉砕

の後、充填性の向上を目的として造粒を行う、この場合、粉末はスラリー状態

でスプレードライ法を使用する。このときスラリーを１ないし数回、脱水、洗

浄すると製品が均一で、かつ不純物として残留しているナトリウム成分あるい

は酸化硼素などを除去できるので効果的である。もちろんｈ－ＢＮは疎水性で

あるので溶媒として水を使用するには界面活性剤を必要とする。あるいはアル

コール類の有機溶媒を分散剤としても効果は大きい。」（第７頁左下欄第２〜

１２行） 

 

ウ．対比・判断 

 

（ア）本件発明１について 
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ａ．対比 

 

 本件発明１と甲２発明を対比する。 

 甲２発明の窒化ホウ素粉末はファンデーション、ポイントメーク、パウダー

化粧品に用いられるものであるから、化粧料用窒化ホウ素粉末であるといえる。

また、甲２発明の窒化ホウ素粉末は高い吸油量を有するから、高吸油性窒化ホ

ウ素粉末であるといえる。 

 また、本件発明１における「吸油量」は、本件明細書の段落【００３９】の

記載によれば、ＪＩＳ Ｋ５１０１により規定される吸油量を指すものである。 

 そうすると、本件発明１と甲２発明の一致点及び相違点は次のとおりである。 

 

（一致点） 

 「扁平形状をなすＢＮの一次粒子及び該一次粒子の凝集体からなる高吸油性

窒化ホウ素粉末であって、前記高吸油性窒化ホウ素粉末の比表面積が１〜１０

ｍ2／ｇ、酸素含有量が１．５質量％以下である、化粧料用高吸油性窒化ホウ素

粉末。」である点。 

 

（相違点１） 

 本件発明１の窒化ホウ素粉末は、ＪＩＳ Ｋ５１０１により規定される吸油

量が１００ｍｌ／１００ｇ〜５００ｍｌ／１００ｇであるのに対し、甲２発明

の窒化ホウ素粉末のＡＳＴＭ Ｄ１４８３－９５に基づく吸油量が１０４〜１

８５であるが、ＪＩＳ Ｋ ５１０１により規定される吸油量については不明で

ある点。 

 

（相違点２） 

 本件発明１の窒化ホウ素粉末は、一次粒子の平均長径が２〜２０μｍ、厚み

が０．０５〜０．５μｍであるのに対し、甲２発明の窒化ホウ素粉末は、平均

粒径が６〜１５μｍであるが、平均長径及び厚みは不明である点。 

 

（相違点３） 

 本件発明１の窒化ホウ素粉末は高撥水性であるのに対し、甲２発明の窒化ホ

ウ素粉末は高撥水性であるか否か不明である点。 

 

（相違点４） 

 本件発明１の窒化ホウ素粉末は、「粉体湿潤浸透解析装置 ＰＷ－５００に

より測定される水の浸透速度が１ｍｍ２／ｓ未満」であるのに対し、甲２発明

の窒化ホウ素粉末は、粉体湿潤浸透解析装置 ＰＷ－５００ により測定される

水の浸透速度が不明である点。 

 

ｂ．相違点についての判断 
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 始めに、相違点１について検討する。 

 ＪＩＳ Ｋ５１０１により規定される吸油量は、顔料１００ｇが吸収するあ

まに油の体積（ｍＬ／１００ｇ）である。一方、甲第４号証（上記（イー１）、

（イー２）を参照）によれば、ＡＳＴＭ Ｄ１４８３－９５に基づく吸油量と

は、顔料１００ｇが吸収するあまに油の質量（ｇ／１００ｇ）である。そこで、

甲２発明の窒化ホウ素粉末の吸油量を、あまに油の密度（０．９３ｇ／ｍＬ）

を用いてＪＩＳ Ｋ５１０１により規定される吸油量に換算すると、甲２発明

の窒化ホウ素微粒子は、約１１２〜１９９ｍＬ／１００ｇの吸油量を有するも

のと認められる。 

 したがって、相違点１は実質的な相違点ではない。 

 

 次に、相違点２について検討する。 

 本件特許明細書に実施例として記載された「Ｎｏ．１」及び「Ｎｏ．２」の

窒化ホウ素粉末の平均粒径は、それぞれ、５．８μｍ及び８．６μｍである。

そして、甲２発明の窒化ホウ素粉末は、本件発明１の窒化ホウ素粉末と同様に、

扁平形状をなすＢＮの一次粒子及び該一次粒子の凝集体からなるものであり、

平均粒径は６〜１５μｍであるから、甲２発明の窒化ホウ素粉末は本件発明１

の窒化ホウ素粉末と同様の形状を有し、同程度の平均粒径を有するものである。

そうすると、甲２発明の窒化ホウ素粉末は、本件発明１の窒化ホウ素粉末と同

様に、一次粒子の平均長径が２〜２０μｍの範囲内であり、厚みが０．０５〜

０．５μｍの範囲内のものである蓋然性が高いといえる。 

 また、甲第５号証（上記（ウー１）、（ウー２）、（ウー６）を参照）には、

扁平形状をなすＢＮの一次粒子が積層した、平均粒径が８〜１１μｍの凝集体

からなる窒化ホウ素粉末について、一次粒子の平均長径は５〜１０μｍ、平均

厚みは０．２〜０．５μｍであることが記載されている。そして、甲２発明の

窒化ホウ素粉末は、甲第５号証に記載された窒化ホウ素粉末と同様の形状を有

し、同程度の平均粒径を有するから、その一次粒子の平均長径及び厚みは、甲

第５号証記載の窒化ホウ素粉末と同程度、すなわち、平均長径は２〜２０μｍ

の範囲内、厚みは０．０５〜０．５μｍの範囲内である蓋然性が高いといえる。 

 したがって、相違点２も実質的な相違点ではない。 

 また、甲２発明の窒化ホウ素粉末の一次粒子の平均長径が２〜２０μｍの範

囲内でなく、厚みが０．０５〜０．５μｍの範囲内でないとしても、甲第５号

証（上記（ウー２）を参照）には、窒化ホウ素粉末の一次粒子の平均長径が２

μｍに満たないと製造が困難であり、２０μｍを超えると凝集体の密度が低下

し、また、厚みが０．０５μｍに満たないと化粧料としたときに潤滑性が発現

されず、０．５μｍを超えると透明感が低下することが記載されているから、

甲２発明において、製造の容易性や空隙率の低減、潤滑性や透明感の向上のた

めに、一次粒子の平均長径を２〜２０μｍの範囲内とし、厚みを０．０５〜０．

５μｍの範囲内とすることは、甲第５号証の記載に基づき、当業者が容易にな

し得たことである。 

 

 さらに、相違点３について検討する。 
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 甲第１号証（上記（エー１）を参照）に記載されているように、一般に、六

方晶窒化ホウ素粉末は疎水性を示すことが知られている。そして、甲２発明の

窒化ホウ素粉末も、準グラファイト状又はグラファイト状、すなわち六方晶型

の結晶構造を有するものであるから（上記（アー３）を参照）、当然に疎水性

を示すものであるといえる。 

 そして、本件明細書には、いかなる程度の疎水性・撥水性を有する窒化ホウ

素粉末が高撥水性窒化ホウ素粉末に該当するのかという点について、特段の定

義はないから、甲２発明の窒化ホウ素粉末も、高撥水性であるということがで

きる。 

 したがって、相違点３も実質的な相違点ではない。 

 

 最後に、相違点４について検討するが、相違点４について検討するに際して

は、「粉体湿潤浸透解析装置 ＰＷ－５００ により測定される水の浸透速度」

がどのような条件（特に、空隙率）で測定したものであるかについて検討する

必要がある。しかし、令和１年８月２３日付け意見書における特許権者の主張

を考慮しても、測定条件を明確にすることはできないものであり、「粉体湿潤

浸透解析装置 ＰＷ－５００ により測定される水の浸透速度」を明確に把握す

ることができないことは、上記２．（１）で検討したとおりである。 

 そして、上記２．（１）で指摘したとおり、特許異議申立人は、令和１年１

０月３日付け意見書において、空隙率が６５〜７０％の範囲では、空隙率によ

って水の浸透速度がおおよそ０．８ｍｍ２／ｓもばらつくことを主張しており

（なお、特許異議申立人の上記意見書の第４頁に示すグラフによると、空隙率

と水の浸透速度は比例関係にあるため、充填率が６５〜７０％（空隙率が３０

〜３５％）の範囲においても空隙率によるばらつきの大きさは変わらないもの

と推認できる。）、特許異議申立人が令和１年１０月３日付け意見書において

示す空隙率と水浸透速度の相関について、それを否定する根拠は見当たらない

のに対し、令和１年１２月２４日付け審尋（特許権者に対して）において、上

記空隙率と水浸透速度の相関から認識できる水の浸透速度の空隙率によるばら

つきについての意見を求めたにもかかわらず、特許権者からは何ら主張はなか

ったものであるから、特許異議申立人に意見を採用し、「粉体湿潤浸透解析装

置 ＰＷ－５００ により測定される水の浸透速度が１ｍｍ２／ｓ未満」である

ことには、測定条件により０．８ｍｍ２／ｓ程度ばらつくことを包含している

ものとして、新規性及び進歩性の判断を行う。 

 ここで、本件明細書の表１には、比較例であるタルクの浸透速度が１．２ｍ

ｍ２／ｓであることが示されており、水の浸透速度に影響する官能基の低減処

理である粉砕・洗浄後の非酸化性の減圧雰囲気中での加熱処理（本件明細書段

落００２４、００３２、００３４参照。）を実施していない同表における従来

例の窒化ホウ素粉末の水の浸透速度は０．５ｍｍ２／ｓである。 

 一方、上記２．（１）で示したＷａｓｈｂｕｒｎの式（１）によれば、浸透

速度は接触角をθとするとｃｏｓθに比例するものであり、特開平９－１２３

０７号公報の段落０００２に記載されているように、ＢＮの水滴に対する接触

角は通常９０〜１２０°であり、また、「製紙，加工工程濡れ（Ｉ）」（山田
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博、紙パ技協誌、３９巻８号、１９８５年）の表１０には下記のとおりタルク

の水に対する接触角が８８°であることが記載されているから、一般的にＢＮ

の水の接触角はタルクと同程度か大きいといえ、同じ条件（毛管半径ｒ）で測

定した場合にはＢＮの浸透速度はタルクの浸透速度と同程度か小さいといえる。 

 

 
 

（製紙，加工工程濡れ（Ｉ） 第７４０頁） 

 

 すると、甲２発明の窒化ホウ素粉末の水の浸透速度は、高く見積もっても比

較例である従来の窒化ホウ素粉末かタルクと同程度であり、仮にタルクと同程

度（１．２ｍｍ２／ｓ）であったとしても、当該タルクの浸透速度は測定条件

によるばらつきを考慮すると１．０ｍｍ２／ｓ以下となる蓋然性が高いもので

あるから、甲２発明も本件発明の水の浸透速度を満足している蓋然性が高いも

のである。 

 したがって、上記相違点４も実質的な相違点ではない。 

 

 よって、本件発明１は、甲２発明と同一であるか、甲２発明及び甲第５号証

に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであ
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るから、特許法第２９条第１項又は同法第２９条第２項の規定に違反して特許

されたものである。 

 

（イ）本件発明２について 

ａ．対比 

 

 本件発明２と甲２発明を対比する。本件発明２における「可溶性ホウ素量」

は、段落００３９の記載によれば、医薬部外品原料規格２００６の規定に準じ

て測定した溶出ホウ素量を指すものである。そうすると、両者は上記相違点１

〜４に加え、以下の点で相違する。 

 

（相違点５） 

 本件発明２の窒化ホウ素粉末は、医薬部外品原料規格２００６の規定に準じ

て測定した溶出ホウ素量が１００ｐｐｍ以下であるのに対し、甲２発明の窒化

ホウ素粉末は、可溶性ホウ酸塩の割合が０．０３％であるが、医薬部外品原料

規格２００６の規定に準じて測定した溶出ホウ素量が１００ｐｐｍ以下である

か否か不明である点。 

 

ｂ．相違点についての判断 

 

 上記相違点５について検討する。 

 甲第２号証には、可溶性ホウ酸塩がいかなる物質であるかは記載されていな

いが、窒化ホウ素の製造において、原料として主に用いられるホウ酸は加熱に

より水を失って酸化ホウ素Ｂ２Ｏ３となること、また、生成した窒化ホウ素の

酸化によっても酸化ホウ素Ｂ２Ｏ３が生成することを考慮すると、甲２発明に

おける可溶性ホウ酸塩の主成分は酸化ホウ素Ｂ２Ｏ３である蓋然性が高い。そ

して、当該可溶性ホウ酸塩の全量が酸化ホウ素Ｂ２Ｏ３であると仮定すると、

可溶性ホウ酸塩中のホウ素の重量比は約０．３１であるから、甲２発明の窒化

ホウ素の溶出ホウ素量は約９３ｐｐｍ（≒０．０３％×０．３１）である。ま

た、当該可溶性ホウ酸塩が他のホウ酸塩化合物を含む場合は、ホウ酸塩化合物

中のホウ素の重量比は、酸化ホウ素Ｂ２Ｏ３中のホウ素の重量比よりも小さい

から、溶出ホウ素量は９３ｐｐｍよりもさらに小さい値となる。 

 よって、相違点５は実質的な相違点ではない。 

 また、甲２発明の窒化ホウ素粉末の溶出ホウ素量が１００ｐｐｍ以下でない

としても、甲第５号証には、窒化ホウ素粉末の溶出ホウ素量は２０ｐｍを超え

ると肌へのダメージが大きくなるため、可溶性ホウ素量を１００ｐｐｍ以下と

する必要がある旨の記載があり（上記（ウー３）参照）、また、洗浄により窒

化ホウ素粉末中の可溶性ホウ素の含有量を１００ｐｐｍ以下まで低減できるこ

とが記載されているから（上記（ウー４）参照）、甲２発明において、窒化ホ

ウ素粉末の溶出ホウ素量を１００ｐｐｍ以下に調整することは、当業者であれ

ば容易になし得たことである。 

 したがって、本件発明２は、甲２発明と同一であるか、甲２発明及び甲第５
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号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの

であるから、特許法第２９条第１項又は同法第２９条第２項の規定に違反して

特許されたものである。 

 

（ウ）本件発明４、６について 

 

 本件発明４は、本件発明１又は２の窒化ホウ素粉末を含有する化粧料に係る

発明であり、本件発明６は、本件発明４において、化粧料をパウダーファンデ

ーションに限定したものである。 

 しかし、甲第２号証には、甲２発明の窒化ホウ素粉末の用途がファンデーシ

ョン、ポイントメーク、パウダー化粧品であることが記載されているから（上

記（アー２）を参照）、甲第２号証には、甲２発明の窒化ホウ素粉末を含有す

るパウダーファンデーション等の化粧品が実質的に記載されているといえる。 

 したがって、本件発明４及び６は、甲２発明と同一であるか、甲２発明及び

甲第５号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができ

たものであるから、特許法第２９条第１項又は同法第２９条第２項の規定に違

反して特許されたものである。 

 

（エ）本件発明５について 

 

 本件発明５は、本件発明４において窒化ホウ素粉末の含有量を０．１〜７０

質量％に限定するものであるが、化粧料に配合する窒化ホウ素粉末をこの程度

の量とすることは、例えば甲第５号証（上記（ウー５）を参照）に記載される

ように一般的に行われることであるから、甲２発明の窒化ホウ素を化粧品に配

合する際に、その含有量を０．１〜７０質量％とすることは、当業者が適宜な

し得たことである。 

 したがって、本件発明５は、甲２発明、甲第５号証に記載された事項、及び、

甲第５号証に記載されるような周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をす

ることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許

されたものである。 

 

エ．特許権者の主張に対する当審の判断 

 

 上記取消理由（決定の予告）に対して、特許権者は、令和１年８月２３日付

けで意見書を提出し、以下の点を主張している。 

（ｉ）取消理由（決定の予告）は、「水の浸透速度」に記載不備があることを

理由として、「水の浸透速度」を考慮することなく新規性、進歩性の判断をし

たものであり、「水の浸透速度」に係る記載不備は解消したので、「水の浸透

速度が１ｍｍ２／ｓ未満」との事項は、新規性、進歩性の判断において考慮さ

れるべきである。 

（ｉｉ）甲第２号証には、窒化ホウ素粉末の水の浸透速度が１ｍｍ２／ｓ未満

であることは記載も示唆もされておらず、洗浄処理後の窒化ホウ素粉末に対し
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て「３００℃以上１０００℃以下の温度で、かつ炉内圧が０．０１ＭＰａ以下

の非酸化性の減圧雰囲気」で加熱処理を施すことも記載されていない。また、

取消理由において挙げられた他の文献にも、窒化ホウ素粉末の水の浸透速度が

１ｍｍ２／ｓ未満であること、及び洗浄処理後の窒化ホウ素粉末に対して「３

００℃以上１０００℃以下の温度で、かつ炉内圧が０．０１ＭＰａ以下の非酸

化性の減圧雰囲気」で加熱処理を施すことは、記載も示唆もされていない。 

 

 そこで、上記の特許権者の主張を検討すると、上記（２）ア．で検討したよ

うに、「水の浸透速度」に係る記載不備は解消していない。さらに、上記ウ．

（ア）で検討したように、「粉体湿潤浸透解析装置 ＰＷ－５００ により測定

される水の浸透速度が１ｍｍ２／ｓ未満」であることは、甲２発明と実質的な

相違点ではないため、特許権者の主張は採用しない。 

 

第４．むすび 

 

 以上のとおり、請求項１、２、４、６に係る特許は、特許法第２９条第１項

３号に該当するから、特許法第２９条第１項の規定に違反し特許されたもので

あり、請求項１、２、４〜６に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違

反して特許されたものである。さらに、請求項１〜６に係る特許は、特許法第

３６条第４項第１号及び同条第３６条第６項第２号に規定する要件を満たして

いない特許出願に対して特許されたものである。 

 よって、結論のとおり決定する。 

 

  令和 ２年 ３月２３日 

 

 

審判長 特許庁審判官 菊地則義 

特許庁審判官 川村裕二 

特許庁審判官 後藤政博 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この決定に対する訴えは、この決定の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔決定分類〕Ｐ１６５１．１１３－ＺＡＡ（Ｃ０１Ｂ） 

１２１ 

５３６ 

５３７ 

８５３ 

 

審判長 特許庁審判官 菊地 則義 9047 
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特許庁審判官 後藤 政博 8926 

特許庁審判官 川村 裕二 3349 

 


